
年度 平成２１ 平成２２ 
平成２３ 

（～１０月末日） 

前年度からの情報等の繰越 243 90 259 

新
規
件
数 

職権探知 307 669 139 

情報提供（※１） 
152 

（2,999） 
355 

（3,718) 
215 

（2,242） 

小計 459 1,024 354 

調査件数 702 1,114 613 

処
理
件
数 

措置命令（※２） 12 20 18 

警告 6 2 0 

注意 396 590 299 

打切り等 198 243 140 

小計 612 855 457 

次年度への情報等繰越し 90 259 ー 

※１ 外部から提供された情報のうち、景品表示法違反被疑事案として処理することが適当と思われた情
報の件数。括弧内の数字は外部から提供された情報の総数。 
※２ 平成２１年８月末日までは公正取引委員会における排除命令件数である。 
 

 景品表示法の執行状況等 
（件数） 
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１．景品表示法に基づく法的措置件数の推移（平成２３年１０月３１日現在）

年度 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23

（2001） （2002） （2003） （2004） （2005） （2006） （2007） （2008） （2009） （2010） （2011）

国（※1） 10 22 27 21 28 32 56 52 12 20 18 298 国（※1）

都道府県（※2） 2 22 6 14 11 18 28 21 26 36 10 194 都道府県（※2）
北海道 2 1 1 2 6 北海道

青　森 0 青　森

岩　手 1 1 岩　手

宮　城 13 1 14 宮　城

秋　田 1 1 秋　田

山　形 1 1 山　形
福　島 2 1 3 福　島

茨　城 1 1 1 3 茨　城

栃　木 1 3 1 6 11 栃　木

群　馬 1 1 2 群　馬

埼　玉 2 1 4 7 埼　玉

千　葉 2 1 1 1 5 千　葉

東　京 1 2 1 12 12 28 東　京

神奈川 2 1 1 4 神奈川

新　潟 1 3 4 新　潟

富　山 0 富　山

石　川 0 石　川

福　井 0 福　井

山　梨 0 山　梨

長　野 1 2 3 長　野

岐　阜 1 1 2 1 1 6 岐　阜

静　岡 1 2 3 1 3 4 3 1 1 1 20 静　岡

愛　知 2 1 3 愛　知

三　重 0 三　重

滋　賀 1 1 滋　賀

京　都 3 1 1 1 1 7 京　都

大　阪 1 2 1 4 大　阪

兵　庫 1 1 2 3 1 2 2 12 兵　庫

奈　良 0 奈　良

和歌山 2 2 和歌山

鳥　取 2 2 鳥　取

島　根 2 2 島　根

岡　山 0 岡　山

広　島 0 広　島

山　口 1 1 2 山　口

徳　島 4 1 1 6 徳　島

香　川 1 1 2 香　川

愛　媛 1 1 1 3 愛　媛

高　知 1 1 2 4 高　知

福　岡 1 1 1 3 福　岡

佐　賀 1 1 1 1 1 2 1 1 9 佐　賀

長　崎 1 1 長　崎

熊　本 2 1 2 5 熊　本

大　分 2 2 1 5 大　分

宮　崎 1 1 宮　崎

鹿児島 0 鹿児島

沖　縄 1 1 沖　縄

※1　平成２１年８月末日までは公正取引委員会における排除命令件数。平成２１年９月１日以降は消費者庁における措置命令件数。
※2　指示件数

合計 年度

(単位：件）
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景品表示法の執行体制強化に向けた取組 

 

平成 24 年度における定員増等を要求 

 

（機構） 

○上席景品・表示調査官 

⇒景品表示法違反被疑情報の処理を専門に行う管理職ク

ラスとして要求 

 

（定員） 

○景品・表示調査官（情報管理）2 人（※） 

 ※上席景品・表示調査官の増員要求を含む。 

⇒景品表示法違反被疑情報の処理体制の拡充のための１

年後見直し解除要求 

 

○景品・表示調査官（事件）6 人 

⇒景品表示法違反事件処理体制の拡充のための 1 年後見

直し解除要求 

 

○係長（企画担当）1 人 

⇒表示の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の

企画及び立案体制の拡充のための増員要求 
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外部からの情報提供 
苦情相談・生活相談 等  

措置請求 
・指示に従わ
ない 
・繰返しのお
それ   等 

 

 

【消費者庁】 【都道府県】 

調 査 

指 示 注 意 

外部からの情報提供 
職権探知     等   

調 査 

弁明の機会
の付与 

措置命令 警告 

確 定 

不服申立て 
（異議申し立て

又は 
取消訴訟） 

景品表示法違反の事件処理手続 

注意 

公表 非公表 

【公正取引委員会】 

外部からの情報提供 
職権探知     等    

調 査 
調査結果の報告 

（地方事務所等：北海道、
東北、中部、近畿、中国、
四国、九州、内閣府沖縄総
合事務局） 
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平成２３年度（平成２３年１０月３１日現在）の措置命令概要 

 
No 事件名 事  件  概  要 違反法条 

1 

㈱Ｋ＆Ｓトレ

ーディングに

対する件 

(23.4.8) 

 

㈱Ｋ＆Ｓトレーディングは、ヤフーオークションサイトにおいて、

平成２２年６月２１日、同社が出品した中古自動車２４台について、 

①ア 中古自動車２４台は、走行距離計の交換等が行われ、走行距

離計が示す数値は、仕入れ時のオートオークション出品票に記

載の走行距離数から過少にされていた。 

イ 中古自動車２４台は、ヤフーオークションサイトの商品説明の

「走行距離」欄に、走行距離計が示す数値の近似値が記載され、

出品票に記載された走行距離の数値よりも過少に表示されてい

た。  

② 中古自動車４台は、商品説明の「修復歴」欄に「なし」と記載

されていたが、実際には、修復歴があった。 

③ 中古自動車１台は、商品説明の「車歴」欄に「自家用」と記載

されていたが、実際には、「リース」として使用されていた。 

第 4条 

第 1項 

第 1号 

２ 

㈲ＫＵＣに対

する件 

(23.4.8) 

㈲ＫＵＣは、ヤフーオークションサイトにおいて、平成２２年６

月２１日、同社が㈱Ｋ＆Ｓトレーディング名義で出品した中古自動

車３２台について、 

①ア 中古自動車２６台は、走行距離計の交換等が行われ、走行距

離計が示す数値は、出品票に記載の走行距離数から過少にされ

ていた。 
イ 中古自動車２６台は、商品説明の「走行距離」欄に、走行距離

計が示す数値の近似値が記載され、出品票に記載された走行距

離の数値よりも過少に表示されていた。 
ウ 中古自動車２台は、走行距離計が示す数値がマイル表示である

ところ、商品説明の「走行距離」欄（キロメートル表示）又は

「車両説明」欄に、キロメートルに換算することなく記載する

ことにより、実際の走行距離数の数値よりも過少に表示されて

いた(１マイル＝約１．６１キロメートル)。 
② 中古自動車９台は、商品説明の「修復歴」欄に「なし」と記載

されていたが、実際には、修復歴があった。 

第 4条 

第 1項 

第 1号 

参考 
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No 事件名 事  件  概  要 違反法条 

３ 

㈱市進ホール

ディングスに

対する件 

(23.4.26) 

㈱市進ホールディングスは、子会社が経営する「市進予備校」と

称する学習塾等（以下「市進グループ学習塾」という。）を通じて大

学入試受験対策に係る役務を提供するに当たり、 

① パンフレット等において「２０１０年春 市進教育グループ 

市進ウイングネット 主要大学合格実績（抜粋）」等と題した平成

２２年度大学入学試験合格実績を表示していたが、実際には、㈱

ウィザスが経営する学習塾の受講生及びウイングネット加盟塾（注

１）のウイングネット映像授業（注２）の受講生の大学合格実績を加

算していたものであった。 

 

② ポスター等において「市進予備校 市進ウイングネット ２０

１０年春 主要大学 合格実績」等と題した大学合格実績を表示

していたが、実際には、㈱ウィザスが経営する学習塾の受講生、

ウイングネット加盟塾のウイングネット映像授業の受講生及び市

進グループ学習塾の受講生であってウイングネット映像授業を受

講していない者の大学合格実績を加算していたものであった。 
（注１）ウイングネット加盟塾とは、株式会社市進ウイングネットとウイングネット映像

授業の利用契約を締結する事業者が経営する学習塾 

（注２）ウイングネット映像授業とは、市進グループ学習塾の講師による授業を録画し、 

インターネットを通じて提供される映像による授業 

 【パンフレットの表示】 

 
 

第 4条 

第 1項 

第 1号 
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No 事件名 事  件  概  要 違反法条 

４ 

㈱市進ウイン

グネットに対

する件 

(23.4.26) 

㈱市進ウイングネットは、ウイングネット映像授業を提供するに

当たり、パンフレット等において「２０１０年春 市進ウイングネ

ットグループ 主要大学合格者数速報」等と題した大学合格実績を

表示していたが、実際には、㈱市進ホールディングスの子会社が経

営する学習塾等の受講生であってウイングネット映像授業を受講し

ていない者及び㈱ウィザスが経営する学習塾の受講生であってウイ

ングネット映像授業を受講していない者の大学合格実績を加算して

いたものであった。 

【ポスターの表示】 

 
 

第 4条 

第 1項 

第 1号 
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No 事件名 事  件  概  要 違反法条 

５ 

㈱ウィザスに

対する件 

(23.4.26) 

㈱ウィザスは、自社が経営する「第一ゼミナール」と称する学習

塾、「第一ゼミ予備校」と称する学習塾及び「ファロス個別指導学院」

と称する学習塾において大学入試受験対策に係る役務を提供するに

当たり、「第一ゼミナール」、「第一ゼミ予備校」及び「ファロス個別

指導学院」の名称が記載された新聞折り込みチラシ等において「２

０１０年度合格速報」と題する大学合格実績を表示していたが、実

際には、他の事業者が経営する学習塾の受講生及び自社が経営する

本件３学習塾以外の学習塾の受講生の大学合格実績を加算していた

ものであった。 

【新聞折り込みチラシの表示】 

 
 

第 4条 

第 1項 

第 1号 
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No 事件名 事  件  概  要 違反法条 

６ 

日本緑茶セン

ター㈱ 

(23.6.14) 

日本緑茶センター㈱は、「セルリアンシーズ・シーソルト（顆粒）」

と称する食用塩について、 

① 商品ラベルにおいては、 

ア 平成１４年８月ころから平成２１年１０月ころまでの間、

「純粋さを追及するため海水を自然蒸発させて製造されます。

自然塩ならではのまろやかな旨味をお楽しみください。」及び

「※本品は凝固防止剤や添加物を一切使用しておりません。」 

イ 平成２１年１１月ころから「最初から最後まで塩田で天日の

力を使い、結晶させた完全天日塩です。」及び「※本品は凝固防

止剤や添加物を一切使用しておりません。」 

② 自社ウェブサイトの表示においては、平成１８年１０月１日か

ら平成２２年１２月１４日までの間、「純粋さを追及するため海

水を自然蒸発させて製造しています。精製塩のとがった辛味とは

異なる、自然塩ならではのまろやかな旨味をお楽しみください。」 

と、それぞれ表示していたが、実際には、天日蒸発による海塩を溶

解して洗浄した後、釜で乾燥させたものであり、天日塩とはいえな

いものであった。また、対象商品は、凝固防止剤が添加されている

ものであった。 

 【商品ラベルの表示】 

 

第 4条 

第 1項 

第 1号 
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